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ＪＲ東海労の要求
１．年末手当は基準内賃金と補償措置額の3.5ヶ月分と
プラス一人一律10万円を支給すること。さらに、専
任社員にはプラス５万円を支給すること。

２．組合員に対し、不当な年末手当のカットをやめる
こと。

３．回答は11月６日（月）までに行うこと。

４．支払いは12月４日（月）までに行うこと。
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年末手当を満額支給せよ！
3・5ヶ月分、プラス一人一律10万円、

専任社員に＋5万円、支給を勝ち取ろう！
本部は10月23日、『申第７号』に基づく、2023年度年末手当に関する第１回団体交渉

を開催しました。本部から要求趣旨説明説明を行い、会社は今次交渉にあたっての考え

方を示しました。

会社は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由や内閣府発表の月例経済報告と日銀

短観での調査を盾に、経営環境が大変厳しい状況になるかのように印象づけを煽ってい

ます。

しかし、社員の日々の努力によって、昨年より業績は順調に伸ばしており、第１四半

期では905億円の黒字を計上し、10月31日発表予定の第２四半期決算も明るい状況です。

いま、物価は軒並み上昇し、電気・ガス料金が値上がりして、家計を直撃しています。

このような時だからこそ、社員の生活を守るために、会社は満額支給をしなければな

りません。そうでなければ、現場で汗して苦労した者に報いない会社に未来はありませ

ん。今こそ組合員をはじめ現場の社員が報われるようＪＲ東海労は闘います。次回団体

交渉は11月２日（木）です。
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ＪＲ東海労の2023年度年末手当に関する要求の趣旨

２０２３年度年末手当団体交渉にあたって

会社は連結で令和５年度第１四半期で純利益９０５億円を発表し

た。昨年の令和４年度第１四半期で４７０億円だったことからも最

高益に近づく黒字に転じた。明らかにコロナ禍ではあるが、経営状

況が改善する証左である。また、会社は運輸収入予測を２０１８年

度比で年度末には８５％戻るとしていたが、実績は９１％であった

ことを明言している。

このことは現場の社員の計り知れない苦労によって実現できてい

ることであり、２０２３年度年末手当を取り巻く状況は、社員にと

って明るい材料のひとつであり、大きな期待を寄せている。

しかし、会社は協約改訂交渉の回答時に「増収・増益の決算とな

っているものの、当社を取り巻く経済状況・景気動向は引き続き極

めて厳しい状況である。」と挨拶を行ったが、その一方で、「健全

経営と安定配当」と、オウム返しの発言を繰り返し、無駄な投資と

も言えるリニア建設を進めている。

新型コロナウイルス感染症の第９波が到来していると言われてい

る。組合員・社員はコロナウイルス感染に怯えながら、何ら平素と

変わることなく業務を遂行し、安全・安定輸送を担ってきている。

また、食料品や光熱費は軒並み値上がりし、また、ガソリン価格の

高騰が持続され、家計を直撃している。

会社も認識しているように、旅客も一時と比べ増加傾向にある。

そして、何よりも、この間の社員の苦労によって積み上げられてき

た多大な内部留保金もあり、年末手当を低額することは認められな

い。逆に、このような時だからこそ、人材を最大の経営資源と捉え

ているならば、組合員、社員への期待も含めて年末手当を支給する

べきである。

以上のことから、会社は真摯に現場社員の苦労に応え、申し入れ

の通り、満額の回答をすること。

２０２３年１０月２３日

ＪＲ東海労働組合
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会社の2023年度年末手当についての考え方

以 上


